
13 令和5（2023）年10月号

▶問い合わせ
○本市民課　☎（62）7132

マイナンバーカード
【休日】交付・申請・

マイナ保険証利用など申し込み

※�交付は終日（予約制）、
申請などは正午まで。

詳しくはこちら

10月28日㈯

お知らせ掲示板

広　告

　
く
ら
し

行
政
に
関
す
る
困
り
ご
と
は

行
政
相
談
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い

　
行
政
相
談
と
は
、
国
の
行
政
全
般
に
つ
い

て
の
苦
情
や
意
見
、
要
望
を
聴
き
、
相
談
者

と
関
係
行
政
機
関
と
の
間
に
立
っ
て
必
要
な

あ
っ
せ
ん
を
す
る
こ
と
で
、
問
題
の
解
決
や

要
望
の
実
現
を
促
進
し
、
制
度
や
行
政
運
営

の
改
善
に
反
映
さ
せ
る
も
の
で
す
。

※
10
月
の
相
談
日
は
、
23
ペ
ー
ジ
参
照
。

〈
秋
の
巡
回
行
政
相
談
〉

▼
と
き　
10
月
19
日
㈭　
午
後
１
時
～
3
時

▼
と
こ
ろ　
高
林
公
民
館

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
企
画
政
策
課�

☎（
62
）７
１
０
９

　
自
治
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
市
民
活
動
団
体
が
行

う
公
益
性
の
高
い
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
、
活

動
費
の
一
部
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

対
象　
市
内
を
主
な
活
動
範
囲
と
し
、
構

成
員
が
５
人
以
上
で
そ
の
半
数
以
上
が
市

民
か
市
内
勤
務
・
通
学
者
で
あ
る
団
体

▼�

募
集
事
業　

・�

若
者
の
自
由
な
発
想
で
地
域
貢
献
活
動
を

市
民
提
案
型

　
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
支
援
事
業

行
う
事
業（
テ
ー
マ
は
自
由
）

・�「
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦

略
に
お
け
る
基
本
目
標
に
資
す
る
事
業
」

か「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
推
進
す
る
事
業
」

・�

本
事
業
の
支
援
を
受
け
た
事
業
を
発
展
・

継
続
さ
せ
る
事
業

▼�

事
業
期
間　

　
来
年
4
月
～
令
和
７
年
2
月

▼�

申
込
期
間

　
10
月
２
日
㈪
～
12
月
22
日
㈮

※
水
曜
を
除
く
。

▼�

募
集
要
項
配
布
場
所

　
�

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
本
市
民
協
働
推
進

課
、
西
総
務
税
務
課
、
塩
総
務
福
祉
課

▼�
審
査
方
法　
書
類
・
プ
レ

　
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

▼�

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

○
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー�

☎（
73
）５
７
４
１

　
犯
罪
被
害
者
や
そ
の
家
族
が
置
か
れ
て
い

る
現
状
と
、
被
害
者
支
援
の
必
要
性
を
広
く

理
解
し
て
も
ら
う
た
め
、
パ
ネ
ル
展
示
を
行

い
ま
す
。

▼
期
間　
10
月
3
日
㈫　
午
前
10
時
30
分
～

　
6
日
㈮　
午
前
11
時
30
分

▼
と
こ
ろ　
那
須
塩
原
市
図
書
館
み
る
る

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
生
活
課�

☎（
62
）７
１
2
６

犯
罪
被
害
者
等
支
援

巡
回
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し
ま
す

　
野
生
の
き
の
こ
や
山
菜
は
、
出
荷
制
限
区

域
内
で
採
取
し
た
も
の
は
、
飲
食
店
で
の

提
供
や
販
売
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
出

荷
制
限
区
域
外
で
採
取
し
て
も
、
販
売
前

に
放
射
性
物
質
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検
査
が
実

施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

〈
出
荷
制
限
に
つ
い
て
〉

○
県
北
環
境
森
林
事
務
所�

�

☎
０
２
８
７（
23
）６
３
６
５

〈
食
品
の
安
全
性
に
つ
い
て
〉

○
県
北
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー�

�

☎
０
２
８
７（
22
）２
３
６
４

野
生
の
き
の
こ
・
山
菜
を

採
取
・
販
売
す
る
人
へ


